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①
受
益
者
負
担
金
の
賦
課
対
象
区
域
の
告

示
を
４
月
１
日
に
行
い
、
こ
の
日
現
在
に

お
い
て
、
第
１
期
計
画
区
域
内
に
土
地
を

所
有
し
て
い
る
方
に
、
受
益
者
負
担
金
の

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

申
告
書
の
内
容
は
、
１
月
１
日
現
在
の

台
帳
に
よ
り
作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
土

地
の
所
有
者
や
面
積
な
ど
に
間
違
い
が
な

い
か
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

売
買
な
ど
で
土
地
所
有
者
が
変
更
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

②
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の
う
え

期
限
内
に
下
水
道
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

③
受
益
者
申
告
書
の
内
容
に
基
づ
き
決
定

通
知
書
と
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

申
告
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
土
地
所
有
者
の
方
を
受
益
者
と
認
定

し
、
納
入
通
知
書
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

④
お
支
払
方
法
は
、
分
割
納
付
と
一
括
納

付
が
あ
り
ま
す
。

　

市
の
指
定
金
融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
口
座
振
替
も
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
の
で
、
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、

金
融
機
関
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
第
１
期
の
納
付
期
間
は
平
成
23
年
８
月

１
日
か
ら
31
日
ま
で
で
す
。

「
受
益
者
負
担
金
申
告
書
」
の
提
出
に
つ
い
て

　平成 23 年４月１日から公共下水道
が使用できる区域について「供用開始
の告示」を行い、右図の太枠で囲んだ
区域において下水道が使用できるよう
になりました。
　供用が開始された区域の方は、くみ
取りトイレは３年以内、浄化槽につい
ては遅滞なく下水道への接続をお願い
します。
　今回供用開始になったのは、第１期
計画区域（約 80.8ha）のうち、阿南
駅から富岡保育所の周辺と西池田の周
辺です。下水道の整備にあわせて、今
後も供用開始区域を拡大していきます。
　供用開始区域の告示に関する書類は、
下水道課で縦覧することができます。

「供用開始の告示」を行いました

美しいあなんを求めて 連載⑰〜下水道〜

公共下水道の供用を開始しました！

問い合わせは　
下水道課（☎22−1796）へ

申告書を土地所有者へ送付します。
※地番、地積等の記載事項に誤りが
ないかご確認ください。

1

賦課決定通知書、納入通知書を受益
者に送付します。3

阿南市指定金融機関より
納付してください。4

申告書を下水道課へ提出してください。
※受益者の署名押印が必要です。
　権利者が受益者となる場合は、権利者の
署名押印も必要です。

2

受　
益　
者

市　
役　
所

市指定取扱
金融機関など

４月15日発送

５月13日まで

７月１日発送

8月31日（第1期納期限）
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